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市をあげて環境問題に取り組み、佐賀市の豊かな自然を未来の子どもたちへ引き継いでい

くために、平成２２年２月１３日に「佐賀市環境都市宣言」を行いました。 

宣言で表明した決意をすべての人が実践できるように、市は市民や事業所等と連携・協力

しながら、環境への取り組みをより一層推進しています。 

 

佐賀市環境都市宣言 

～ トンボ飛び交うまち さが ～ 

 
水と緑の脊振山(せふりやま) 

春は麦、秋は稲穂の佐賀平野 

干潟広がる有明海 

 

 この恵まれた自然の中で、わたしたちの先人は、棚田を開き、クリークをめぐらし、漁に

励んで、毎日を懸命に生きてきました。それは自然の恩恵を受けながら、同時に自然を

守る生活でした。 

 ところが今、地球は温暖化をはじめ、大気や水の汚染など、生きものの生存が脅かさ

れる事態になっています。もはや環境破壊はひとごとではありません。 

 わたしたちは、一人ひとりが環境に対する責任を自覚し、この豊かな自然を守り、育

て、未来の子どもたちに伝えていくことをここに宣言します。 

 

１ わたしたちは、環境について真剣に学習します。 

１ わたしたちは、未来の子どもたちのために今できることを考え、話し合います。 

１ わたしたちは、身近な環境も地球の環境も、ともに守るよう努めます。  

１ わたしたちは、世代や立場を超え、すべての人とともに行動します。 

 

平成２２年２月１３日   佐 賀 市 

 

 環境都市宣言 
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ゼロカーボンシティさがし 
 

   

「ゼロカーボンシティ」とは、2050 年までに二酸化炭素排出量実

質ゼロを目指すことを公表した自治体のことを指し、環境省が全国の

自治体へ表明を呼びかけています。本市においても、行政と市民や事

業者等が一体となって地球温暖化対策の取り組みを進めるため、「ゼロ

カーボンシティさがし」の表明を行いました。目標達成に向け、これ

まで取り組んできたごみ減量や資源の有効活用、再生可能エネルギー

の普及などの環境配慮の取り組みをさらに発展させ、地球温暖化の防

止に取り組んでいきます。 

中央の「S」は、 

持続可能な（Sustainable） 

佐賀市（Sagashi）へ 

転換（Switch）する 

という意味を込めています。 

「ゼロカーボンシティさがし」 

～2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して～ 

 

 近年、世界各地では猛暑や豪雨など地球規模での温暖化が原因とみられる異常気

象による災害が多発しており、日本国内においても、これまで経験したことのない

豪雨や台風等により各地で甚大な被害が発生しています。このまま地球温暖化が進

行すれば、「気候非常事態」とも言うべき極めて深刻な状況となり、人々の生命や財

産を脅かし、生態系に甚大な影響が及ぶことが懸念されます。 

このため 2015 年に合意されたパリ協定では、「産業革命前からの平均気温上昇

の幅を２度未満とし、1.5 度に抑えるよう努力する」との目標が国際的に広く共有

されました。この目標達成には「2050 年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロに

することが必要」とされています。 

佐賀市は、2010 年に「環境都市宣言」を行い、2014 年に「バイオマス産業都

市」に認定され、2015 年には東よか干潟が「ラムサール条約湿地」に登録される

など、環境との共生に配慮したまちづくりを進めています。 

その取り組みとして、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を分離回収し藻類培

養や農業に活用する CCU 事業、また、電力の地産地消、再生可能エネルギーの普及

など、環境と産業の統合的向上を目指しています。 

これらの取り組みを引き継ぎ、次の世代に持続可能な地球を残すために、本市で

は 2050 年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ

さがし」を目指し、市民や事業者等と一体となって脱炭素社会の実現に向けて取り

組んでいきます。 

 
令和２年１０月２０日 

                      佐 賀 市 

 

環境の保全等に関して講じた施策の実施状況 １地球温暖化を防止するまち 
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パートナー制度・環境月間 
 

佐賀市は、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、令和２年１０月に「ゼロカ

ーボンシティさがし」を表明しました。この実現のためには、それぞれの立場でできることから

行動を始めることが必要です。 

この一環として、脱炭素社会の実現に資する取組を実施する事業者又は団体を「ゼロカーボン

シティさがし推進パートナー」として認定し、事業者の表彰や脱炭素経営事例視察会の開催など、

一緒になって脱炭素の取組を推進しています。 

ゼロカーボンシティさがし推進パートナーについて 

ゼロカーボンシティさがし推進パートナー表彰 

「ゼロカーボンシティさがし推進パートナー」を表明いただい

た事業者の中から、特にほかの事業者の参考となるような素晴ら

しい取り組みを実施されている事業者の表彰を行いました。 

 

【令和５年度表彰】※敬称略 

〇グッドパートナー賞  株式会社佐賀銀行 

〇グッドモデル賞    株式会社ＫＭＴｅｃ 

〇グッドチャレンジ賞  株式会社シグマ 

 環境月間の取組 

6 月の環境月間に合わせ、市役

所１階市民ホールで環境パネル

展を開催しました。 

パネル展期間中には、家庭で

余っている食品を寄付するフー

ドドライブが２日間実施されま

した。 

脱炭素経営事例視察会（バスツアー） 

 企業の脱炭素経営を推進するとともに、互いの交流を図ることを目的として、「脱炭素経営

事例視察会」を開催しました。 

日  時 令和５年１１月１６日 

視 察 先 リコージャパン株式会社熊本支社 

視察内容 脱炭素経営に関する取組事例 

      ・ZEB の導入（「Nearly ZEB」認証取得） 

      ・新たな働き方に合わせたオフィスづくり など 
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【廃棄物の排出抑制】 
・ 個人ごみ箱の撤去 
・ 紙のリサイクル 
・ 分別回収の徹底 

 

【紙の使用抑制】 
・ 両面コピー・両面印刷の徹底 
・ 裏紙の利用促進 
・ 庁内 LAN 等による資料の共有化 
・ ペーパーレスの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「環境マネジメントシステム」って何？ 

 組織が環境改善の方針や目標を設定し、継続的に環境保全に向け取り組んでいくための計画・体制・手続き等の仕組みを 

「環境マネジメントシステム」といいます。 
代表的なものに、国際標準化機構が制定した国際規格である「ISO14001」や環境省が作成した「エコアクション 21」 
などがあります。 

 佐賀市は、率先して環境に配慮した活動を行うために平成 14 年３月に環境マネジメントシステム

（ISO14001）の認証を取得し、継続的な取り組みを実施するとともに、市内の事業所にも環境マネジメント

システムの導入を呼びかけてきました。 

  平成 22 年度からは、佐賀市独自の環境マネジメントシステムを運用し、更に取り組みを進めています。 

【 ガスの使用抑制】 
・ 給湯の適正管理 
・ 冷温水発生器・風呂用ボイラ

ーの定期的メンテナンス 

【省資源行動の推進】 
・ 事務用品の共有化 
・ マイバッグの持参 
・ グリーン購入の推進 

【水道水の使用抑制】 
・ 水道水圧の適正管理 
・ 日常の節水励行 

【電気の使用抑制】 
・ 不使用電気機器の電源切り 
・ 空調の適正運転（冷房 28℃、暖房 20℃） 
・ クール・ビズ、ウォーム・ビズの実施 
・ 昼休みの消灯 
・ エレベーターの使用自粛 

（上下 3階以内は階段使用） 
・ 残業時の照明の最小限化 

【ガソリン・軽油の使用抑制】 
・ 通勤時のマイカー使用の抑制（自粛） 
・ 近距離の庁用自動車の使用抑制 
・ 相乗りの励行 
・ エコドライブの徹底 

（アイドリングストップの実施など） 
・ 公共交通機関の利用 

【事業による環境負荷の低減】 ・イベント開催時の環境配慮   ・公共工事の環境配慮 

職場のごみは 13 種類

に分別しています 

裏紙利用の紙と両面使用済の

紙は分別しています 

環境マネジメントシステム  

佐賀市環境マネジメントシステムにおける主な環境保全活動 
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事業活動による環境負荷の軽減と温室効果ガス排出量の削減を図り、脱炭素社会の推進に寄与するた

め、エコアクション２１や ISO１４００１等の環境経営認証の取得及び「再エネ１００宣言ＲＥＡｃｔｉ

ｏｎ」への参加に取り組む市内の事業者に対し、佐賀市からその費用の一部を助成しています。 

 

◇ 原油換算値算出方法 

原油換算値（㍑）＝エネルギー使用量×単位発熱量×0.0258（原油換算係数［kl/GJ］） 

※エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第２条第２項及び同施行規則第４条

に基づいて算出しています。 

環境マネジメントシステム  

 
「環境経営」って何？ 

環境経営とは、企業が環境保全を重視した経営戦略を立てて企業としての社会的責任を果たす経営手法で、環境
問題に対して積極的な取り組みを行うことで企業の持続的な成長に繋げていこうとする考え方です。 

環境経営のメリットは企業の社会的責任を果たすことや企業価値の上昇など多岐にわたります。ISO などの国際
規格取得や企業価値の向上のみに留まらず、公共入札における評価優遇や補助金支給など経営全体に対して良い効
果をもたらします。 

例えば環境経営認証の一つである「エコアクション２１」は、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス
評価及び環境報告をひとつに統合したものであり、エコアクション２１に取り組むことにより、中小事業者でも自
主的・積極的な環境配慮に対する取組が展開でき、かつその取組結果を「環境活動レポート」として取りまとめて
公表できるように工夫されています。 

令和５年度の取り組み結果 

環境経営認証の取得促進 

（１）対象期間 令和５年４月～令和６年３月 

（２）対象範囲 市役所本庁舎、支所庁舎（諸富・大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田）、

図書館、青少年センター、清掃工場、下水浄化センター、衛生センター、交通

局、上下水道局、富士大和温泉病院など（指定管理者制度導入施設を含む） 

（３）対象者  全職員（会計年度任用職員等を含む） 

（４）取組状況 全庁共通の取り組み目標のうち、「コピー用紙購入量」については前年度に比べて

4％減少となりました。「職場排出物の削減」については、11％の減少。「施設エ

ネルギー（電気、ガス等）使用量の削減」は、使用量を原油に換算すると、前年度

比約 5％の減少となりました。「自動車燃料使用量の削減」については約 3％増加、

「グリーン購入」については、達成率 94.9％となりました。   

(kL) 
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１．目的 市役所の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの削減等に取り組み、環境負荷の少ない持続的 

に発展する低炭素社会の形成を図る 

２．計画期間 ２０１６年度～２０２４年度 

３．基準年度 ２０１３年度 

４．対象範囲 本市が実施する全ての事務・事業 

５．対象となる温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン等 

６．温室効果ガス排出量の削減目標 ２０２４年度までに２０１３年度比で 13.3％（9,317t-CO2）の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

第２次佐賀市地球温暖化対策実行計画 
 

 

第２次佐賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

計画の概要 

排出要因別の削減目標 

計画の進捗状況 

2022 年度の温室効果ガス排出量は、71,780t-CO2 であり、基準年度の 2013 年度と比べると、 

１.２％増加しています。主な要因は、最も排出要因の割合が大きい廃棄物の焼却において、焼却量は横

ばいであるものの、プラスチックが占める割合が昨年度より多かったことによります。また、本市が電力

を購入している電力会社の CO2 排出係数が上昇したため、電力使用量は減少しているものの、温室効果

ガス排出量が増加しました。 

この画像は表示できません。

 

排出要因
2013年度の温室
効果ガス排出量の
実績（t-CO2）

2024年度の温室
効果ガス排出量の
目安（t-CO2）

増減率

廃棄物の焼却 37,437 35,610 △4.9％

電気の使用 24,760 18,056 △27.1％

燃料の使用
（車両を除く）

4,575 3,950 △13.7％

車両の使用 2,682 2,440 △9.0％

下水等の処理 1,477 1,459 △1.2％

合計 70,932 61,515 △13.3％

佐賀市環境マネジメントシステムを運用し、

庁用自動車の使用抑制、資源の有効利用、省エ

ネルギーの推進、職場から排出されるごみの減

量等の環境行動を定め、実施に努めるとともに、

佐賀市一般廃棄物処理基本計画や佐賀市バイオ

マス産業都市構想等の関連計画に基づく取組を

計画的に実施します。 
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１．目的 地球温暖化対策が、温室効果ガスの排出抑制だけでなく、防災や減災、地域資源の活用など、地域

の魅力向上につながり、環境・経済・社会の統合的な向上に資するような施策の推進を図る。 

２．計画期間 2019 年度から 2030 年度までの 12 年間 

３．基準年度 2013 年度 

４．対象区域 佐賀市全域 

５．対象となる温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン類 

６．温室効果ガス排出量の削減目標 2030 年度までに 2013 年度比で 27％（551.4 千 t-CO2）の削減 

※2020 年 10 月に「ゼロカーボンシティさがし」を表明し、2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを

目指すため、2030 年度の削減目標も見直しを予定しています。 

 

第２次佐賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

計画の概要 

佐賀市の温室効果ガスの排出量の推移 

計画の取組内容 

資料︓「温暖化から⽇本を守る 適応への挑戦 2012」、環境省 

温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」と、温暖化の影響に対して自然や人間社会の在り方を調整する「適応

策」の２つの方向性で進めていきます。 

 

緩
和
策

①再生可能エネルギーの導入と利用
の最適化
②家庭、事業活動での省エネの促進
③地域環境の整備・向上
④廃棄物の発生抑制と循環型システ
ムの普及

適
応
策

①農林水産業　②水環境・水資源
③自然生態系　④自然災害
⑤産業・経済活動　⑥健康
⑦市民生活

（千 t-CO2） 
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   省エネルギー・再生可能エネルギー    
 

 

省エネルギー設備の普及推進 

佐賀市では、市民、事業者を対象として、省エネルギー行動の実施、再生可能エネルギーの導

入を啓発することにより、エネルギー消費量の削減、エネルギーの創造を進めています。 

また、市施設でも省エネルギー、再生可能エネルギーを推進する取り組みを行っています。 

 

蛍光水銀ランプを使用している春日北小学校の屋内運動場及び昭栄中学校の校舎・屋内

運動場の照明器具の LED 化を行い、使用する電気を減らせるようにしました。 

【令和 5 年度実績】２校   春日北小学校、昭栄中学校 

 

市施設の省エネルギー・再生可能エネルギー推進の取り組み 

市役所自身も省エネルギー行動の実施や再生可能エネルギーの導入に取り組んでいます。 

小中学校の省エネ改修 

 

[写真] 本庁舎 1階の 

マルチコピー機 

市役所の省エネ・省資源化の取り組み 

長寿命で消費電力が少ない「LED 照明」の普及推進をしています。 

地域で防犯灯の新設・補修をされる際、ＬＥＤ防犯灯については助成を 

行っています。 
  

【令和５年度実績】新設８３灯、補修４７灯 

★コンビニエンスストア等での証明書発行や市税納入時の口座振替利用を 

促進し、申請書や納付書の削減による省資源化を目指しています。 

【令和５年度実績】 

・コンビニエンスストア等での証明書交付割合 ３8.1％  

・口座振替加入者の割合  

市県民税 24.4%・固定資産税 40.7％・軽自動車税 14.６％  

 

★ICT を活用して会議資料の印刷部数を減らすなど、ペーパーレス化を 

推進しています。 

 

LED 照明の普及推進 
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   省エネルギー・再生可能エネルギー    
 

 

 これまでに市施設に導入した主な再生可能エネルギー発電設備は、次のとおりです。 

導入年度 設備を導入した施設 設備の種別 設備の規模 

平成 14 年度 清掃工場 廃棄物発電 4,500kW 

平成 22 年度 市立図書館 太陽光発電 30kW 

平成 23 年度 下水浄化センター 消化ガス発電 400kW 

平成 23 年度 
本庁舎東側駐車場 

（公用電気自動車の充電に活用） 
太陽光発電 3.4kW 

平成 24 年度 神野第 2 浄水場 太陽光発電 100kW 

平成 24 年度 市立小中学校（兵庫小学校、成章中学校） 太陽光発電 11kW×2 校 

平成 25 年度 
市立小中学校 

（10 校。屋根貸しによる民間整備） 
太陽光発電 

728.68kW 

（10 校分合計） 

平成 26 年度 本庁舎 太陽光発電 40kW 

平成 26 年度 清掃工場 小水力発電 17.7kW 

平成 23 年度～ 

令和 5 年度 

市立公民館 

（南川副公民館、嘉瀬公民館、春日北公民館、

神野公民館、新栄公民館、久保泉公民館、 

若楠公民館、松梅公民館、大詫間公民館、 

久保田公民館、中川副公民館、勧興公民館、循

誘公民館、川上公民館） 

太陽光発電 約 10kW×１4 館 

平成 30 年度 洞鳴の滝ふれあい館 
小水力発電 

太陽光発電 

2.8ｋW 

4.4kW 

令和４年度 下水浄化センター 消化ガス発電 
２00kW 

（令和５年度稼働） 

 

市役所の再生可能エネルギー導入の取り組み 市施設に導入した主な再生可能エネルギー 

 

下水処理の過程で発生する消化ガスを燃料として発電し、

その電気を下水処理設備の機器の運転に使用します。併せて、

発電設備の余熱を利用した消化槽の加温を行い、熱効率の向

上を図っています。 

この取り組みは、「国土交通大臣賞 循環のみち下水道賞」「日本水大賞未来開拓賞」 

「低炭素杯 2017 グランプリ」「第 6 回 GKP 広報大賞グランプリ」を受賞しています。 

下水浄化センターでの消化ガス発電と廃熱有効利用 

 

[写真] 下水浄化センターの 

消化ガス発電システム 

■発電設備の規模 600kW（25kW×24 台） 

■発電実績（令和５年度） 

自家発電量 4,148,200kWh／年 

下水浄化センターの使用電力の約 50％を補っています。 

※ CO2 排出削減の環境価値は、「グリーン電力証書」の購入者である日本企業へ帰属されています。 
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洞鳴の滝 

小水力発電機（プロペラ水車） 

省エネルギー・再生可能エネルギー 
 

 

清掃工場では、ごみの焼却時に発生する余熱を利用した廃

棄物発電及び清掃工場内の機器冷却塔から流れる冷却水の有

効落差を利用した小水力発電を行っています。 

これらの発電設備により発電した電気は、清掃工場での自

家消費以外に、健康運動センター、市立小中学校５１ヶ所及び

公民館・図書館・市役所等の市内公共施設６６ヶ所にも供給

し、電力の地産地消を図っています。（供給箇所数は令和６年

３月末現在） 

清掃工場での小水力発電導入、電力の地産地消 

■発電設備の規模 廃棄物発電 4,500kW 

         小水力発電 17.7kW 

■発電実績（令和５年度） 

・自家発電量 ２９，０９５，４００kWh／年（廃棄物発電） 

           ８９，７１１kWh／年（小水力発電） 

・CO2 排出量削減効果 約１２，７４４t／年（廃棄物発電） 

                約３９t／年（小水力発電） 

 
※CO2 排出量削減効果は、令和５年度の九州電力（株）の調整後排出係数 0.000４３８ t-CO2/kWh を用いて換算 

 

[写真] 清掃工場の小水力発電システム 

洞鳴の滝では平成 30 年、再生可能エネルギー啓発

の一環として、この滝の落差を活かした小水力発電が

整備されました。小水力発電機はプロペラ水車という

形式で、上流から取水した水でプロペラを回転させ、

発電機の軸を回転させて発電します。同敷地内には太

陽光発電も設置し、発電した電力は電力会社を通して

活用されています。 

また、洞鳴の滝ふれあい館（多目的室）も備えてお

り、再生可能エネルギー等のパネルを設置し、環境学

習や地域の活性化を目的とした集会等にもご活用いた

だけます。 

洞鳴の滝ふれあい館での小水力発電、太陽光発電 

■発電設備の規模 小水力発電 2.8kW 

         太陽光発電 4.4kW 

■発電実績（令和５年度） 

・自家発電量  6,848.4kWh／年（小水力発電） 

         5,334kWh／年（太陽光発電） 
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東よか干潟ビジターセンターひがさすでの地中熱利用 

地中の温度は、季節や天気に関係なく、年間を通し

て一定の温度に保たれています。ひがさすでは、夏は

冷たく、冬はあたたかく感じる地中熱を空調に利用

することで、消費電力量を抑え、二酸化炭素排出量の

削減を図っています。 

 

【令和５年度実績】 

消費電力削減量：13592.４kwh 

二酸化炭素排出削減量：7.87ｔ-CO2 

学校施設屋根貸しによる太陽光発電 

小中学校の校舎・体育館等の屋根を民間事業者に貸し出しており、民間事業者によって設置

された太陽光発電システムによる発電が行われています。 

省エネルギー・再生可能エネルギー  

 

「グリーン電力証書」とは、グリーン電力の環境価値が証書になったものです。 

「グリーン電力証書」の発電設備として佐賀市清掃工場が認定されており、企業等は証書を

購入することで、CO2 排出量を削減することができます。証書の販売売上は佐賀市の歳入と

なり、市の脱炭素の取り組みに活用されています。 

グリーン電力証書の販売 
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環境の保全等に関して 

講じた施策の実施状況 

電気自動車の普及促進 

市営バスの取り組み 

市営バスでは、「ソーラー発電式ＬＥＤ照明」をバス停

に設置しています。この照明は、太陽光で発電した電気で

蓄電池を充電し、夜間の照明に利用するものです。 

バス停や時刻表の見えにくさを改善するため、現在市

内に２５箇所設置しています。 

環境にやさしい照明は、バス運行後も点灯しているの

で防犯灯の役割も持っています。 

 

 

 

環境にやさしい交通手段の普及 

平成２４年より、使用済み天ぷら油を精製したバイオ

ディーゼル燃料を使用したバスの運行を開始しました

が、排出規制に伴い使用することができなくなったため、

令和２年度からは、排出規制に対応した、高品質バイオデ

ィーゼル（HiBD）燃料を、軽油と混合し市営バスの燃料

として使用しています。 

 

 

 

走行時に二酸化炭素を排出しない、電気自動車の普及を促進するため、充電環境の整備を行って

います。 

平成 26 年度に、次の 4 施設に 24 時間利用可能な急速充電

器設備を設置し平成 27 年度から供用開始しています。（令和 5

年 1 月末に民間譲渡しましたが、充電サービスは継続していま

す） 

・諸富文化体育館 

・道の駅大和そよかぜ館 

・富士支所 

・久保田特産物直売所味らん館 

※利用には、急速充電器用カードか、充電器利用の会員登録が

必要です 



24 

 

西川副公民館 

本庄こども園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地 産 地 消 

地場産（市産材・地域材）の木材の利用 

地産地消とは、「その土地でとれたものを、その土地で消費すること」を言います。 

市内の森林から産出された木材を市内で使用することにより、地場産業の活性化と森林の保

全につながります。 

また、私たちは多くの食料を海外からの輸入に頼っています。遠くから食料を運んでくるに

は、多くのエネルギーが必要となります。このエネルギーを「移動重量×移動距離」で測定する

考え方を「フードマイレージ」と言います。 

地産地消を実践することは、フードマイレージを抑えることにつながります。 

公共建築物の新設・改修に際し、柱や床、壁など内外装の木材利用を拡大促進するため、

佐賀市建築物木材利用促進方針に沿って、市産材の優先使用を促進します。 

令和５年度に完成した本庄こども園や西川副公民館での地場産材の採用率は、６２％以上

でした。 

佐賀市が発注する木製の護岸工事にも地場産木材の使用を推進しています。 

令和５年度に施工した木製の護岸工事での地場産材の採用率は１００％でした。 
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ファーム・マイレージ運動の推進 

令和５年度も、「うまさがシール」を集めた

消費者を対象に、佐賀市産の旬の農産物を抽

選でプレゼントするキャンペーンを４回実施

し、市産農産物の消費を促進しました。 

令和５年度の「うまさがシール」の流通数は 

１７７．９万枚になります。 

シールを貼った市産農作物が購入できるお店（「ファーム・マイレージ運動」協力店）は、

４１店舗あります。（令和６年３月末時点） 

 

「ファーム・マイレージ運動」 

協力店ののぼり旗 
「うまさがシール」を貼った市産農作物 プレゼントキャンペーン商品の一例 

 地 産 地 消 
 

 

佐賀市の面積の約７０％を占める森林や農地には、次のような多面的機能があり、私たちは、その恩

恵を受けています。 

 

森林や農作物は、光合成により、二酸化炭素を吸収、炭素を固定化し、大気を浄

化しています。 

 

ＣＯ２の吸収・

大気の浄化機能 

 

森林や農作物の蒸発散は、熱を吸収し、気温を和らげる効果があります。水田は、

水面からの水の蒸発による空気の冷却も加わり、ヒートアイランドを抑制する

効果があります。 

森林の土壌や農地が降雨を一時的に貯留することにより、河川の水量を安定させ

るとともに、土壌をゆっくり浸透することにより、水質を浄化しています。 
水源のかん養・

水質の浄化機能 

 

気温を和らげる 

機能 

 

森林や農地は、多様な生物の生息の場となっており、自然の生態系の保全に寄与

しています。 

 

生物多様性 

機能 

 

地産地消による森林･農地の保全 

これらの機能を維持していくには、林業、農業が継続して営まれ、森林や農地が保全されることが必要で

す。このため、市の林業や農業を支え、守っていく“地産地消”に取り組むことは、私たちの生活環境を守

ることにもつながっていると言えます。 
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コピー用紙（木になる紙）の導入について 

佐賀の森の木になる紙によるＣＯ2削減の取組 

佐賀市では、九州の間伐材を配合したコピー用紙「木になる紙」を平成 21 年 6 月から

全庁的に導入しています。 

このコピー用紙は、間伐材活用による CO2 の削減効果で環境保護に貢献する他、購入費

の一部が間伐材を出荷した森林所有者に還元されるため、所有者の森林整備の促進につな

がるとともに、木材の地産地消にもつながっています。 

全部署一斉に間伐材を使用したコピー用紙を導入している佐賀市の取り組みが評価され、

平成２３年度の「第 13 回グリーン購入大賞」で最高位の環境大臣賞に選ばれました。 

 

                   

                  ○令和５年度購入実績                  

区分 １箱の内容 箱数 

Ａ３用紙 １箱（５００枚×３包） 1,098 箱 

Ａ４用紙 １箱（５００枚×５包） 11,591 箱 

Ｂ４用紙 １箱（５００枚×５包）  1,163 箱 

Ｂ５用紙 １箱（５００枚×５包）  1,011 箱 

その後、地産地消の効果をより高めるため、平成２６年度以降は、配合する間伐材は

地元佐賀産のみとする「佐賀の森の木になる紙」導入へと発展させ、現在は「コピー用

紙」の他、広報誌（「市報さが」、「議会だより」）や公用封筒などにも採用しています。 

また、「(佐賀の森の)木になる紙」は元々「カーボン・オフセット」付き商品のため、

購入するだけで国内の CO２削減に貢献してきました（約 480 ﾄﾝ：令和5年度迄の累計）。 

そして、令和３年度からは、購入実績に応じて無償で取得したカーボン・クレジット

を、佐賀市の CO２総排出量から差引く（オフセットする）取組みを新たに開始し、さら

に CO２の直接的な削減に活用しています。 

令和５年度分のオフセット量 ２６トン（令和４年度購入実績相当分） 

このような取組みの継続性と、森林保全に加え CO２削減、還元金支給、雇用創出、官

民協働などの多方面へ好影響をもたらしたことが評価され、令和４年度の「第 23 回グ

リーン購入大賞」で最高位の「農林水産大臣賞」に選ばれました（２回目の大臣賞受賞）。 
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佐賀の森の木になる紙によるＣＯ2削減の取組 

 

 

 

複合的な政策効果 

市の公共調達政策として、「木になる紙」をこれまで 15 年間継続して購入・使用してきた

ことが、多面的な政策効果を導き出しています。次に示すのは、もし導入していなかったなら

ば得られなかった効果の一例です（前ページ記載分以外：令和 5 年度迄の累計）。 

〇 間伐が進んだ佐賀市の森林面積 ：約９３０ｈａ 

〇 間伐推進による森林整備の進展がもたらす CO２の吸収量 ：約４, 23０トン 

〇 間伐材を拠出した森林所有者へ支給される売上代金の一部（還元金）：約 2,410 万円 

ＳＤＧｓ・環境学習について 

市内の小中学校現場での紙使用や「木になる紙ヒコーキ大会」の開催など一般市民向けの

環境意識の啓発をおこなっています。 

全国への情報発信 

・GPN ホームページへメッセージを掲載 

【環境月間 特別企画⑥】第 23 回グリーン購入大賞 受賞団体よりメッセージ 

https://www.gpn.jp/info/gpn/fa65617b-5118-441c-ab55-8efc89d0ca43 

【SDGs 特別企画】「サステナビリティに取り組む重要性・必要性」GPN 会員団体からメッ

セージ 

 https://www.gpn.jp/info/gpn/16785c55-faac-40a7-aea5-7c726247d657 

・『SDGs 自治体白書 2023-2024』への寄稿 

 紙の地産地消商品「木になる紙」の公共調達による地域振興や脱炭素への取組 
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バルーン大会のＣＯ２排出対策  
 

 

 

来場者の自動車利用による CO2 排出を削減するため、パンフレットや雑誌記事、広報番組など

で公共交通機関を使った来場を呼びかけました。 

 

JＲバルーンさが駅 

（大会期間中の臨時駅） 

 シャトルバス 

 

自動車で混雑している

バルーン大会駐車場 

公共交通機関の利用促進 

晩秋の佐賀平野の空に 100 機を超えるバルーンが集まる 

「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」は、例年、国 

内外から８０万人以上のお客様が訪れるアジア最大の熱気球 

大会です。この大会の開催による環境への負荷を軽減するた 

めに、次のような取り組みを行っています。 

 

カーボンニュートラル燃料の使用 

バルーン（熱気球）に使用する燃料として、カーボンニュートラル LPG を使用しました。 

【カーボンニュートラル燃料とは】 

 LPG の採掘～燃焼工程で発生する温室

効果ガスを世界各国での環境保全活動に

より相殺し、LPG 使用による CO2排出を

実質ゼロにすることができる LPG です。 


